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変 更 理 由 地域森林計画に適合させるための変更 

変 更 内 容 
「Ⅱ-第3-2保育の種類別の標準的な方法」の下刈りの標準的な 

実施時期を示す表についての見直しと、文言の整理。 

変更計画が有効となる年月日 令和６年４月１日から適用 
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